
（令和6年4月1日改訂版）

(令和6年度）申請・利用者 産後ケア事業実施施設 宮城県医師会・助産師会 市町村
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宮城県産後ケア事業業務フロー図
（令和6年度新規申請者・利用者）

利用者受入調整

利用券

（各市町村各類型毎

※妊娠32週～

利用希望日１週間前ま

事前連絡（電話）

※体調の確認、当日の

持ち物、利用料金、

キャンセル料の説明

産後ケア

サービス提供

産後ケア

サービス利用

利用券・利用記録票の記入

利用料支払 利用料徴収 ※領収書の発

利用券

実施報告・

委託料請求

報告・請求受理

履行確認

台帳入力（Excel）

市町村毎に請求

業務完了報告提出

サービス内容確認

業務完了報告書

（共通様式第3号）

利 用 申 請

（電子申請・対面・電話

※県内共通様式は赤字で記載

委託料支払（期限）

利 用 受 付

（郵送
利 用 決 定

報告受理

履行確認

請求受理

委託料支払

提出 完了報告受理

委託料確認

請求

支払

（必要時）

ハイリスク者等電話連絡

ハイリスク者

電話連絡受理・対応

利用予約

利用券

請求書

支払

利用記録票（白・ジャッ

キー）

または

こども家庭保健課

各区役所・総合支所

利用券

実施月毎翌月10

日までに提出


